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研究成果の概要（和文）：既存研究では「保護する責任」を積極的に推進する行為主体が東南アジアにはほとん
ど存在しないとされ、当該地域の後進性が指摘されてきた。しかし、東南アジアにおいても「保護する責任」を
推進する国境を越えた市民社会組織のネットワークが形成されるなど、新たな変化がみられる。本研究では、社
会構成主義のアプローチを用いて「保護する責任」や残虐行為の予防に関する東南アジアの地域機構、各国政
府、非国家アクターの言説や行動を分析し、当該地域では主要な研究機関や非政府組織（NGO）が現地の規範起
業家としての役割を担い、残虐行為の予防ガバナンスの構築に関与していることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Research to date argues that there is little indication that local actors 
have promoted a normative concept, the Responsibility to Protect (R2P) in Southeast Asia, although 
other evidence suggests that change has occurred in the region. This research study analyzed norm 
dynamics in Southeast Asia using a constructivist approach. In conclusion, it shows that local norm 
entrepreneurs, major institutions, and non-governmental organizations played a central role in 
developing atrocity prevention governance in Southeast Asia.

研究分野： 国際関係論
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研究成果の学術的意義や社会的意義
西洋に淵源を持つ国際規範を非西洋地域の行為主体がどのように共有するのかという問題は、国際政治学におけ
る重要な研究テーマの1つである。本研究では、間断なき論争を伴いながら規範形成が試みられてきた「保護す
る責任」に焦点を当て、非西洋地域の1つである東南アジアを対象に分析を試みた。本研究では「保護する責
任」の伝播における市民社会組織による影響力行使の実態を明らかにすると共に、残虐行為の予防という実践的
な課題において地域機構、各国政府、非国家アクターが果たし得る役割を提示した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
2005 年の国連総会首脳会合において「保護する責任（responsibility to protect）」が承認

されてから 10年以上が経過した。「保護する責任」とは、ジェノサイドや民族浄化といった深
刻な人権侵害に対する国際社会の対応を見直すために、2001 年に提唱された新たな規範的概念
である。「保護する責任」は人命保護の最終手段として欧米諸国による強制的な軍事介入も許容
されるという考えであるため、間断なき論争を巻き起こしてきた。 
既存研究では、東南アジアには「保護する責任」を推進する行為主体（アクター）がほとん

ど存在しないとされ、当該地域の後進性が強調されてきた。しかし、近年は東南アジアにおい
ても、「残虐行為の予防（atrocity prevention）」を実現するために「保護する責任」を積極的
に推進するアクターが観察される。例えば、2014 年に元 ASEAN 事務総長のスリン・ピッスワン
（Surin Pitsuwan）が「保護する責任」を推進するためのハイレベル諮問委員会を設立した。
また、2016 年にカンボジア政府が「保護する責任担当官（a national R2P Focal Point）」を
任命し「残虐行為の予防に関する国家行動計画」の策定に着手した。さらに、2016 年には東南
アジアの主要な研究機関や非政府組織（NGO）が中心となり、「保護する責任」を推進するため
の国境を越えた市民社会のネットワークを形成した。そこで、既存研究でまだ十分に明らかに
されていない上記の新しい現象に着目し、これらが東南アジアの地域秩序にどのような影響を
及ぼすかを検討する必要があると考えた。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、「保護する責任」や残虐行為の予防に関する、東南アジアの国家および非国

家アクターの言説や行動を分析し、当該地域における「残虐行為の予防ガバナンス」の構築に
ついて考察することである。これは西洋に淵源を持つ規範的概念である「保護する責任」が、
非西洋地域の 1つである東南アジアにおいてどのように共有され、実践されるかを明らかにし
ようとする試みである。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、残虐行為の予防を目的とする国家および非国家アクターの国境を越えた相互作
用を「残虐行為の予防ガバナンス」と捉え、分析枠組みの中心概念として設定した。分析対象
とした具体的なアクターは、東南アジアの地域機構（東南アジア諸国連合[ASEAN]）、各国政府、
市民社会・非政府組織（NGO）の 3つである。加えて、本研究では、国際関係のアクターに影響
を与える規範やアイディアといった観念的要素に着目する社会構成主義（コンストラクティヴ
ィズム）のアプローチを用いた。とりわけ、国際規範が現地アクター（現地の規範起業家 [local 
norm entrepreneur]）によって現地の行動規範や実践に即して修正された上で受容される「規
範の現地化（norm localization）」を主な分析視角とした。「保護する責任」の主要な履行主体
である地域機構や国家については、「保護する責任」や残虐行為の予防に関する言説や行動を分
析した。また、非国家アクターについては、地域機構や国家に対して規範を受容するよう働き
かける上で用いた戦略を分析した。次の表は本研究の分析枠組みを整理したものである。 
 
表．本研究の分析枠組み 

主な分析視角 分析対象 分析項目 

・残虐行為の予防 
ガバナンス 

 
・規範の現地化 

規範の履行主体 
（規範受容者） 

地域機構 ASEAN ・言説 
・制度化 
・実践 国家 各国政府 

現地の規範起業家 非国家 
アクター 市民社会組織 ・規範の修正 

・説得 
出典：筆者作成 
 
まず、「保護する責任」や残虐行為の予防に関する ASEAN や各国政府の言説に関しては、先行

研究を整理した上で、国連総会の議事録や公式声明、政府関連文書、ASEAN 関連文書などの一
次資料に加えて、関係者への聞き取り調査から得た情報を用いて分析を行った。 
次に、制度化に関しては、東南アジアで初めて「保護する責任担当官」を設置したカンボジ

アに着目し、担当官の設置を促した要因を考察した。分析には、「保護する責任」に関するカン
ボジア政府の言説やこれまでの政策に関する一次資料に加えて、任命された担当官などの関係
者への聞き取り調査から得た情報を用いた。 
そして、実践に関しては、ジェノサイドや民族浄化に該当するロヒンギャ問題に対する国際

連合、ASEAN、そして各国政府の対応を分析した。分析には、国連総会、人権理事会、安保理な
どの国連文書、ASEAN や各国政府の公式声明や関連文書などの一次資料、そして ASEAN 関係者、
東南アジアの研究者、実務家への聞き取り調査から得た情報を用いた。 
加えて、市民社会組織に関しては、「規範の現地化」の視点からどのように「保護する責任」

の修正や説得を行ったか、そしてそれが ASEAN や各国政府の行動にどのような影響を及ぼした
かを分析した。分析には、市民社会組織が作成した提言書や内部資料などの一次資料に加えて、
ASEAN 元事務総長のスリン・ピッスワン氏をはじめとする市民社会組織の関係者への聞き取り
調査で得た情報を用いた。 



４．研究成果 
東南アジアにおける残虐行為の予防ガバナンスの構築について、社会構成主義のアプローチ

を用いて国家および非国家アクターの言説や行動を分析した本研究では、主に以下の点を明ら
かにした。 
 
(1)「保護する責任」を推進するアクターの登場 
既存研究の通説とは異なり、本研究では東南アジアにおいても「保護する責任」を推進する

現地アクターが存在することを示した。東南アジアにおいては、元 ASEAN 事務総長のスリン・
ピッスワン氏をはじめ、主要な研究機関や NGO が国境を越えたネットワークを形成して「保護
する責任」を推進する現地の規範起業家としての役割を担うようになった。 
 
(2)東南アジアにおける「保護する責任」の特徴 
「保護する責任」は欧米諸国による強制的な軍事介入を正当化する概念として理解されてき

た。しかし、東南アジアにおいては内政不干渉原則などの現地の行動規範や実践を考慮しなが
ら、残虐行為の予防を促進するための規範的概念として「保護する責任」が推進されている。
東南アジアにおいて「保護する責任」を推進する国境を越えた市民社会組織のネットワークは、
オーストラリアの研究機関である「保護する責任アジア太平洋センター」の協力の下で、ASEAN
や各国政府に向けて同概念を普及したり、残虐犯罪のリスク評価を実施したりして、「残虐行為
の予防ガバナンス」の構築に関与している。 
 
(3)カンボジアの制度変化を促した要因 
 カンボジアによる「保護する責任担当官」の設置を促した要因として、①過去に大量虐殺を
経験し、それに対処してきた国家としてのアイデンティティ、②カンボジア政府が「保護する
責任」を受け入れるように説得した現地の規範起業家の存在の 2つの要因を指摘した。カンボ
ジアの事例に関する研究成果は、人間の安全保障学会での報告や学会誌『グローバル・ガバナ
ンス』に論文を掲載する形で公開した。また、カンボジア国内の非政府系シンクタンク「カン
ボジア平和協力研究所」から講演を依頼され、一般公開セミナーで発表を行った。 
 
(4)ロヒンギャ問題に対する ASEAN および各国政府の対応 
 国連連合やマレーシアによる政治的圧力は、ミャンマー政府からの反発を惹起するばかりで
有効な成果をもたらさなかった。これに対して、「保護する責任」の第 2の柱に該当するインド
ネシアの建設的な外交努力はミャンマーに受け入れられ、結果として人道支援の実施や外相会
議の開催といった ASEAN の取り組みを前進させた。国際社会による政治的圧力も、ASEAN によ
る建設的関与もロヒンギャ問題の根本的解決という点では効果が薄かった。しかし、内政不干
渉原則を掲げてきた ASEAN に少なからず変化が生じている。ロヒンギャ問題に関する研究成果
は、国際会議や日本国際政治学会での報告に加え、英語書籍に収録する形で公開した。 
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